
ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策 

（国内制限措置の延長と一部変更） 

 

２０２１年１２月１３日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

１ ギリシャ政府が国内制限措置を延長・一部変更しましたので、お知らせします。今

回の措置の有効期間は、１２月２０日までとなっています。 

 

今回変更された主な内容は次のとおりです。 

（１） ワクチン接種証明書について 

６０歳以上のワクチン接種証明書は、強化接種を受けていない場合、２回目接種

（※ジョンソン・エンド・ジョンソンの場合は１回目接種）完了後から７か月経過後、

当該証明書を無効とみなす。 

（２） 新型コロナウイルス治癒証明書について 

●当該証明書は、これまで当初の診断結果から３０日経過後に発行されていた

が、今後は３０日以内に発行する。また、証明書の有効期間を１８０日間から９０

日間に短縮する。加えて、当初診断方法を PCR 検査に限定する。 

●なお、２０２１年１０月３１日までに発行された証明書は、従来通り１８０日間有

効とする。同年１１月１日から１２月４日までに発行された証明書は、当初診断は

ＰＣＲ検査かラピッドテストによる結果で認めることとし、９０日間有効とする。同年

１２月５日以降は、当初診断はＰＣＲ検査結果に限り、９０日間有効とする。 

 

 

２ 「制限措置の一覧」（当館作成資料）については、下記リンクからご確認ください。 

 

 

※各種施設利用時の必要書類が流動的でわかりにくくなっています。別添資料をご

確認いただくとともに、詳細については各事業社等にお問い合わせください。 

 

３ また、ギリシャ政府は、クリスマス・年末年始期間の感染拡大防止対策として、１２

月６日から１２日までの間、ワクチン接種の有無を問わず、１８歳以上の者に対しセル

フテスト検査キットの無料配布を行っていましたが、当該無料配布期間を１２月１８日

（日）１７時まで延長すると発表しました。 
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